
◇徴収業務◇

(注)・移管額　：　現年課税は、構成団体において令和５年度に課税し移管した額

　　　　　　　　　滞納繰越は、構成団体において令和４年度以前に課税し移管した額

　　・収納額　：　現年課税・滞納繰越とも、令和５年４月～令和５年１２月に収納した額

　　・収納率は、千円単位の移管額・収納額により算出

　　・四捨五入により計算が合わない場合がある（以下、各表において同じ）
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　差押件数は、前年同期比では、938件の増加（+117.0％）となった。

処分の内容 対象財産 ４年12月末 ５年12月末

295 473 45 519 4.6⑤-④ 増減

⑤-④ 増減

(単位：百万円、％)

5,918 6,583 12,501 3,537 1,541 5,078 59.8 23.4 40.6

収納率 b/a
現年課税計 計

5,555 7,405 12,960 3,354 1,772 5,125 60.4 23.9 39.5

滞納繰越

５年12月末
４年12月末

6,223 6,572 12,796 4,011 1,586

滞納繰越現年課税計滞納繰越

移管額 a 収納額 b

３年12月末

　令和５年１２月末現在、京都地方税機構では移管を受けた127億9,600万円（現年課税分
62億2,300万円、滞納繰越分65億7,200万円）に対して徴収業務を進め、55億9,700万円を
収納している。
　前年同期比では、移管額が2億9,500万円の増加、収納額は5億1,900万円の増加となり、収
納率においては3.1ポイント上昇となった。
（現年課税分 4.6ポイント、滞納繰越分 0.7ポイント）

令和５年度　京都地方税機構業務の取組状況（12月末現在）
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○換価状況(4月1日～12月31日充当額)

(注)徴収金への充当額を記載

　 

○公売実施状況(4月1日～12月31日執行)

　 

　 

　　②電話督励

　催告センターでは、少額滞納案件の早期解決、各地方事務所における事務負担の軽減等を図
るため、①催告文書の一括作成・発付②滞納初期における電話での納付の呼びかけ実施した。
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　　(前年同期:６地方事務所で２９回の捜索を執行)

　　　　・滞納繰越分　  14,776 通 （前年同期： 20,433 通）　
　　②電話督励

その他の取組

　　　　・現年課税分の文書催告後、電話により納付の呼びかけ等を実施（土日含む）

（２）業務実績（令和５年12月末現在）
　　①文書催告
　　　　・現年課税分 　 83,457 通 （前年同期： 86,354 通）　　

10,202 88,703 6052 (-2) 3 (3)

　　　　・架電件数　 　 21,041 件 うち通話件数  4,684 件　　
　　　　（前年同期： 　 20,090 件 うち通話件数  4,238 件）　　

　３地方事務所で２０回の捜索を執行し、動産等の差押え及び差押不動産等の状況確認を行った。

（１）業務内容
　　①文書催告
　　　　・現年課税分（30万円以下の滞納）について、催告書を一括作成して送付
　　　　・滞納繰越分について各地方事務所が選定した案件の催告書を作成して送付

99,510

催告センターの取組

⑤-④ 増減
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公売の実施状況

　インターネット公売を２回、会場公売を１回実施した。
　買受代金額は、前年同期比では、9,951万円(2,191%)の増加となった。
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　滞納処分により収入した金額は、前年同期比では、1億6,597万円の増加(+141.9%)となっ
た。



 

 

◇法人課税業務◇ 

 
 
 
（１）申告案内書 
 

法人関係税の申告書提出期限の２月前（予定申告書は１月前）に、京都地方税機構において京都府分と 
市町村分の申告書用紙を一括して作成の上、合封して法人に送付した。 
・ 令和5年12月末65,156件（前年同期：63,070件 ） 

 
（２）申告書等の受付、更正・決定等   

 
令和5年12月末現在、確定申告書等（100,528件）及び届出書（13,547件）を受付・審査するとともに、 

更正・決定（2,813件）の調定処理を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
（１）税務署調査及び申告督励    
 
 （税務署調査） 

国税データと府税データを突合して不一致となったもの等について、府内10税務署において法人税 
申告書等の資料調査を実施した。 
・ 令和5年12月末1,026件（前年同期：673件） 

 
 （申告督励） 

京都府内に主たる事業所を有していながら国税のみ申告をし、京都府又は市町村に申告書を提出し 
ていない未申告法人等に対して、国税データに基づき申告督励を実施し、合計1,489万円の申告を得 
た。（決定処理となったものを含む） 

                        (単位：社、千円） 

区 分 
府  税 市町村税 合  計 

法人数 税 額 法人数 税 額 法人数 税 額 

４年 12月末 177  12,025  44  3,651  221  15,676  

５年 12月末 201  9,205  70  5,682  271  14,887  

増 減 24  △2,820  26 2,031  50  △789  

 
 
 
 
 
 
 
 

区   分 府税 市町村税   合計 

確定申告書等 
受付件数 

４年12月末 70,409 件 26,971 件 97,380 件 

５年12月末 72,736 件 27,792 件 100,528 件 

増  減 2,327  件 821  件 3,148  件 

届 出 書 
受付件数 

４年12月末 13,733 件 

５年12月末 13,547 件 

増  減 △186  件 

更正・決定 
処理件数 

４年12月末 1,796 件 504 件 2,300 件 

５年12月末 2,121 件 692 件 2,813 件 

増  減 325  件 188 件 513  件 

申告書受付等状況 

調査実施状況 



 

 
 
（２）未申告法人等調査    

 
京都府又は市町村内に従たる事業所を有していながら申告書を提出していない未申告法人等の調査に 

より、合計1,908万円の申告を得た。 

                        (単位：社、千円） 

区 分 調 査 
法人数 

府  税 市町村税 合  計 

申告法人数 税 額 申告法人数 税 額 申告法人数 税額 

４年12月末  444  8  5,791   14   2,021  22  7,812 

５年12月末  475  3  16,262  7  2,819  10  19,081 

増 減 31  △5  10,471  △7  798  △12  11,269 

 
※ 平成24年度から本調査を実施 
   これまでに捕捉した法人の令和4年度までの累計申告税額 
    府税11億6,605万円、市町村税3億9,317万円 
 
※ 未申告法人については、事務所・事業所が廃止されないかぎり、申告書が提出されるため、税収確保の 

面からも大きく寄与している。 
 
 
（３）外形標準課税調査 

 
    資本金１億円超の外形標準課税対象法人（294法人）のうち、以下のとおり書面及び実地による調査 
を行った。 
・ 令和5年12月末 55件（前年同期：30件）  

 
 

◇自動車関係税課税業務◇ 

  自動車取得税、自動車税及び軽自動車税申告書等の受付状況 

 

平成２９年４月から、自動車関係税申告受付センターにおいて、登録車（普通自動車等）及び 

届出車（軽自動車）の税申告書受付等業務を一元的に行っている。  
（単位：件） 

 

 

 

 

 

  軽自動車税申告書等データ化状況 

 

平成２８年４月から、申告書入力センターにおいて、軽自動車税申告書等のデータ入力処理を 

行い、構成団体市町村にデータ提供及び申告書等の送付を行っている。 
（単位：件） 

 

 自動車税等 
申告の件数 

軽自動車税等 
申告の件数 合 計 

令和４年12月末 95,103 169,820 264,923 

令和５年12月末 108,493 193,953 302,446 

⑤－④ 増減 13,390 24,133 37,523 

 
登録件数 抹消件数 その他 合 計 

令和４年12月末 49,694 42,283 3,137 95,114 

令和５年12月末 51,373 44,071 3,358 98,802 

⑤－④ 増減 1,679 1,788 221 3,688 


